
申請をした医療費助成制度は地方公共団体の

条例に基づく医療費助成制度ですか。 

・心身障害者医療費助成制度 

・母子・父子家庭医療費助成制度 等 

 

※難病医療費助成、特定疾患、小児慢性特定疾患医

療費助成、自立支援医療費等の国及び都道府県で

制定する条例等による医療費助成制度は対象外で

す。 

 

居住している市区町村から医療費助成制度に

かかる受給者証の交付を受けましたか。 

提出書類はありません。 

 

公費負担医療費助成申告書（非該

当）と非該当通知の写しを提出して

ください。 

 

公費負担医療費助成申告書（該当）と受給者証

の写しを提出してください。 

※ 既に、該当申告書を提出している場合は

提出不要です。 

 

組合員または被扶養者で、居住している市区

町村の「乳幼児・こども医療費助成制度」以外

の医療費助成制度の申請をしていますか。 

提出書類はありません。 

 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

申告が遅れると、 

給付金の返還が発生 

する場合もあります！ 

タンキちゃん 

【公費負担医療費助成制度に係る申告の流れ】 

 


